
国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

三
三
　
議
員
派
遣
一
覧
表

㈡
海
外
へ
の
議
員
派
遣

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

第
二
百
十
回

(

臨
時

)

第
三
十
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
タ
イ
王
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

令
和

四
、
九
、
九

︵
議
長
決
定
︶
松
川
る
い
君

新
妻
秀
規
君

タ
イ

日五

︵
五
、
一
、
二
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
四
十
五
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ル

ワ
ン
ダ
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四
、
九
、
一
二

︵
議
長

決
定
︶
山
田
太
郎
君

熊
谷
裕
人
君

ル
ワ
ン
ダ

八

︵
同
︶

第
四
十
三
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

四
、
一
〇
、
四

︵
議
長
決
定
︶
堂
故

茂
君

柴
田

巧
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

六

︵
同
︶

第
二
百
十
一
回

第
百
四
十
六
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び

バ
ー
レ
ー
ン
王
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五
、
一
、
三
一

︵
議
長

決
定
︶
三
浦

靖
君

田
村
ま
み
君

バ
ー
レ
ー
ン

七

︵
五
、
六
、
一
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
四
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
六
、
一
四

︵
議
長
決
定
︶
長
谷
川
岳
君

横
沢
高
徳
君

フ
ラ
ン
ス

四

︵
五
、
一
二
、
一
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
十
一
回

閉
会
後

第
四
十
四
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
七
、
一
〇

︵
議
長

決
定
︶

森

屋

宏
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

五

︵
同
︶

石
橋
通
宏
君

四

エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
国
会
、
ラ

ト
ビ
ア
共
和
国
国
会
及
び
リ
ト

ア
ニ
ア
共
和
国
国
会
の
招
待
に

よ
る
各
国
公
式
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
七
、
一
三

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

長
浜
博
行
君

エ
ス
ト
ニ
ア

ラ
ト
ビ
ア

リ
ト
ア
ニ
ア

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

一
一

︵
同
︶

山
本
順
三
君

九

田
名
部
匡
代
君

横
山
信
一
君

川
合
孝
典
君

井
上
哲
士
君

一
一

ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
議
会
及
び

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
連
邦
参

議
院
の
招
待
に
よ
る
両
国
公
式

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五
、
七
、
一
四

︵
議
長

決
定
︶

石
井
準
一
君

石
田
昌
宏
君

馬
場
成
志
君

渡
辺
猛
之
君

勝
部
賢
志
君

森
本
真
治
君

ノ
ル
ウ
ェ
ー

オ
ー
ス
ト
リ
ア

イ
タ
リ
ア

一
〇

︵
同
︶

佐
々
木
さ
や
か
君

四

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
及
び
英
国
に

お
け
る
生
活
困
窮
、
孤
独
及
び

少
子
化
対
策
並
び
に
地
域
活
性

化
等
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び

に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五
、
七
、
一
四

︵
議
長

決
定
︶

福
山
哲
郎
君

加
田
裕
之
君

上
月
良
祐
君

塩
田
博
昭
君

フ
ラ
ン
ス

英
国

七

︵
同
︶

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
及
び
ラ
オ
ス

人
民
民
主
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

五
、
七
、
一
四

︵
議
長
決
定
︶

高
橋
は
る
み
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

ラ
オ
ス

七

︵
同
︶

松
山
政
司
君

六

森

屋

隆
君

宮

崎

勝
君

七

七
〇
七
〇



国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣

日
数

派

遣

報

告

備
考

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣

日
数

派

遣

報

告

備
考

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

三
三
　
議
員
派
遣
一
覧
表

㈡
海
外
へ
の
議
員
派
遣

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣

日
数

派

遣

報

告

備
考

第
二
百
十
回

(

臨
時

)

第
三
十
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
タ
イ
王
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

令
和

四
、
九
、
九

︵
議
長
決
定
︶
松
川
る
い
君

新
妻
秀
規
君

タ
イ

日五

︵
五
、
一
、
二
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
四
十
五
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ル

ワ
ン
ダ
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四
、
九
、
一
二

︵
議
長
決
定
︶
山
田
太
郎
君

熊
谷
裕
人
君

ル
ワ
ン
ダ

八

︵
同
︶

第
四
十
三
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

四
、
一
〇
、
四

︵
議
長

決
定
︶
堂
故

茂
君

柴
田

巧
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

六

︵
同
︶

第
二
百
十
一
回

第
百
四
十
六
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び

バ
ー
レ
ー
ン
王
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五
、
一
、
三
一

︵
議
長
決
定
︶
三
浦

靖
君

田
村
ま
み
君

バ
ー
レ
ー
ン

七

︵
五
、
六
、
一
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
四
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
六
、
一
四

︵
議
長
決
定
︶
長
谷
川
岳
君

横
沢
高
徳
君

フ
ラ
ン
ス

四

︵
五
、
一
二
、
一
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
十
一
回

閉
会
後

第
四
十
四
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
七
、
一
〇

︵
議
長
決
定
︶

森

屋

宏
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

五

︵
同
︶

石
橋
通
宏
君

四

エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
国
会
、
ラ

ト
ビ
ア
共
和
国
国
会
及
び
リ
ト

ア
ニ
ア
共
和
国
国
会
の
招
待
に

よ
る
各
国
公
式
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
七
、
一
三

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

長
浜
博
行
君

エ
ス
ト
ニ
ア

ラ
ト
ビ
ア

リ
ト
ア
ニ
ア

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

一
一

︵
同
︶

山
本
順
三
君

九

田
名
部
匡
代
君

横
山
信
一
君

川
合
孝
典
君

井
上
哲
士
君

一
一

ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
議
会
及
び

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
連
邦
参

議
院
の
招
待
に
よ
る
両
国
公
式

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五
、
七
、
一
四

︵
議
長

決
定
︶

石
井
準
一
君

石
田
昌
宏
君

馬
場
成
志
君

渡
辺
猛
之
君

勝
部
賢
志
君

森
本
真
治
君

ノ
ル
ウ
ェ
ー

オ
ー
ス
ト
リ
ア

イ
タ
リ
ア

一
〇

︵
同
︶

佐
々
木
さ
や
か
君

四

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
及
び
英
国
に

お
け
る
生
活
困
窮
、
孤
独
及
び

少
子
化
対
策
並
び
に
地
域
活
性

化
等
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び

に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五
、
七
、
一
四

︵
議
長

決
定
︶

福
山
哲
郎
君

加
田
裕
之
君

上
月
良
祐
君

塩
田
博
昭
君

フ
ラ
ン
ス

英
国

七

︵
同
︶

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
及
び
ラ
オ
ス

人
民
民
主
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

五
、
七
、
一
四

︵
議
長
決
定
︶

高
橋
は
る
み
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

ラ
オ
ス

七

︵
同
︶

松
山
政
司
君

六

森

屋

隆
君

宮

崎

勝
君

七

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

七
一
七
一



国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

尾
辻
秀
久
君

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

尾
＃
秀
久
君

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

第
二
百
十
一
回

閉
会
後

ザ
ン
ビ
ア
共
和
国
及
び
南
ア
フ

リ
カ
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調

査

五
、
七
、
一
九

︵
議
長
決
定
︶
舞
立
昇
治
君

青
山
繁
晴
君

ザ
ン
ビ
ア

南
ア
フ
リ
カ

九

︵
同
︶

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
及
び
パ

ラ
グ
ア
イ
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

五
、
七
、
二
〇

︵
議
長

決
定
︶
江
島

潔
君

大
塚
耕
平
君

倉
林
明
子
君

ブ
ラ
ジ
ル

パ
ラ
グ
ア
イ

一
一

︵
同
︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
国

会
議
長
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共

和
国
国
会
議
長
の
招
待
に
よ
る

両
国
公
式
訪
問

五
、
七
、
二
〇

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

世
耕
弘
成
君

水
岡
俊
一
君

山
本
博
司
君

舟
山
康
江
君

紙

智

子
君

ベ
ト
ナ
ム

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

六

︵
同
︶

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
及
び
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
に
お
け
る
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
持
続
可
能
社
会
に
関

す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
七
、
二
五

︵
議
長
決
定
︶

宮
沢
洋
一
君

佐

藤

啓
君

上
田
清
司
君

吉
良
よ
し
子
君

大
島
九
州
男
君

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ド
イ
ツ

八

︵
同
︶

ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共

和
国
及
び
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人

民
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

五
、
七
、
三
一

︵
議
長
決
定
︶

中
西
祐
介
君

今
井
絵
理
子
君

ス
リ
ラ
ン
カ

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

一
〇

︵
同
︶

小
沢
雅
仁
君

三
浦
信
祐
君

六

国
際
社
会
の
平
和
と
安
定
に
向

け
た
ス
イ
ス
連
邦
及
び
オ
ー
ス
ト

リ
ア
共
和
国
に
所
在
す
る
国
際

機
関
の
取
組
及
び
欧
州
地
域
に

お
け
る
外
交
・
安
全
保
障
政
策

等
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
八
、
七

︵
議
長
決
定
︶

猪
口
邦
子
君

朝
日
健
太
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

ス
イ
ス

オ
ー
ス
ト
リ
ア

八

︵
同
︶

河
野
義
博
君

七

第
九
回
Ｇ20

国
会
議
長
会
議
参

加
及
び
イ
ン
ド
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五
、
九
、
一
五

︵
議
長

決
定
︶
︵
副
議
長
︶

長
浜
博
行
君

イ
ン
ド

四

︵
六
、
二
、
二
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
十
二
回

︵
臨

時
︶

第
百
四
十
七
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ア

ン
ゴ
ラ
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

五
、
八
、
二
九

︵
議
長
決
定
︶
浅
尾
慶
一
郎
君

秋
野
公
造
君

ア
ン
ゴ
ラ

七

︵
同
︶

第
三
十
一
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共

和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
一
〇
、
一
一

︵
議
長

決
定
︶
太
田
房
江
君

青
島
健
太
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

五

︵
六
、
四
、
一
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
十
三
回

第
百
四
十
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六
、
二
、
八

︵
議
長
決
定
︶
吉
川
ゆ
う
み
君

小
西
洋
之
君

ス
イ
ス

七

︵
六
、
六
、
一
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶ 七
二



国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

尾
辻
秀
久
君

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

尾
＃
秀
久
君

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

第
二
百
十
一
回

閉
会
後

ザ
ン
ビ
ア
共
和
国
及
び
南
ア
フ

リ
カ
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調

査

五
、
七
、
一
九

︵
議
長
決
定
︶
舞
立
昇
治
君

青
山
繁
晴
君

ザ
ン
ビ
ア

南
ア
フ
リ
カ

九

︵
同
︶

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
及
び
パ

ラ
グ
ア
イ
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

五
、
七
、
二
〇

︵
議
長
決
定
︶
江
島

潔
君

大
塚
耕
平
君

倉
林
明
子
君

ブ
ラ
ジ
ル

パ
ラ
グ
ア
イ

一
一

︵
同
︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
国

会
議
長
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共

和
国
国
会
議
長
の
招
待
に
よ
る

両
国
公
式
訪
問

五
、
七
、
二
〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

世
耕
弘
成
君

水
岡
俊
一
君

山
本
博
司
君

舟
山
康
江
君

紙

智

子
君

ベ
ト
ナ
ム

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

六

︵
同
︶

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
及
び
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
に
お
け
る
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
持
続
可
能
社
会
に
関

す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
七
、
二
五

︵
議
長
決
定
︶

宮
沢
洋
一
君

佐

藤

啓
君

上
田
清
司
君

吉
良
よ
し
子
君

大
島
九
州
男
君

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ド
イ
ツ

八

︵
同
︶

ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共

和
国
及
び
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人

民
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

五
、
七
、
三
一

︵
議
長

決
定
︶

中
西
祐
介
君

今
井
絵
理
子
君

ス
リ
ラ
ン
カ

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

一
〇

︵
同
︶

小
沢
雅
仁
君

三
浦
信
祐
君

六

国
際
社
会
の
平
和
と
安
定
に
向

け
た
ス
イ
ス
連
邦
及
び
オ
ー
ス
ト

リ
ア
共
和
国
に
所
在
す
る
国
際

機
関
の
取
組
及
び
欧
州
地
域
に

お
け
る
外
交
・
安
全
保
障
政
策

等
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
八
、
七

︵
議
長
決
定
︶

猪
口
邦
子
君

朝
日
健
太
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

ス
イ
ス

オ
ー
ス
ト
リ
ア

八

︵
同
︶

河
野
義
博
君

七

第
九
回
Ｇ20
国
会
議
長
会
議
参

加
及
び
イ
ン
ド
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五
、
九
、
一
五

︵
議
長
決
定
︶
︵
副
議
長
︶

長
浜
博
行
君

イ
ン
ド

四

︵
六
、
二
、
二
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
十
二
回

︵
臨

時
︶

第
百
四
十
七
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ア

ン
ゴ
ラ
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

五
、
八
、
二
九

︵
議
長

決
定
︶
浅
尾
慶
一
郎
君

秋
野
公
造
君

ア
ン
ゴ
ラ

七

︵
同
︶

第
三
十
一
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共

和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五
、
一
〇
、
一
一

︵
議
長

決
定
︶
太
田
房
江
君

青
島
健
太
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

五

︵
六
、
四
、
一
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
十
三
回

第
百
四
十
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六
、
二
、
八

︵
議
長
決
定
︶
吉
川
ゆ
う
み
君

小
西
洋
之
君

ス
イ
ス

七

︵
六
、
六
、
一
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

七
三



国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

磯
﨑
仁
彦
君

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

チ
ェ
コ
共
和
国
上
院
及
び
ス
ペ

イ
ン
王
国
上
院
の
招
待
に
よ
る

両
国
公
式
訪
問

六
、
七
、
一
〇

︵
議
長
決
定
︶

浅
尾
慶
一
郎
君

清
水
真
人
君

藤
木
眞
也
君

渡
辺
猛
之
君

チ
ェ
コ

ス
ペ
イ
ン

八

︵
六
、
一
二
、
二
〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

勝
部
賢
志
君

五

吉
川
沙
織
君

三
浦
信
祐
君

浜
野
喜
史
君

岩

渕

友
君

八

ル
ー
マ
ニ
ア
上
院
及
び
ポ
ー
ラ

ン
ド
共
和
国
上
院
の
招
待
に
よ

る
両
国
公
式
訪
問
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六
、
七
、
一
二

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

長
浜
博
行
君

ル
ー
マ
ニ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
ロ
バ
キ
ア

ポ
ー
ラ
ン
ド

一
二

︵
同
︶

松
山
政
司
君

斎
藤
嘉
隆
君

八

谷
合
正
明
君

一
二

榛
葉
賀
津
也
君

八

井
上
哲
士
君

一
二

フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
及
び
ト
ン
ガ

王
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

六
、
七
、
二
四

︵
議
長

決
定
︶
藤
川
政
人
君

江

島

潔
君

フ
ィ
ジ
ー

ト
ン
ガ

九

︵
七
、
六
、
一
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
十
三
回

閉
会
後

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
、

マ
レ
ー
シ
ア
及
び
タ
イ
王
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

六
、
八
、
一

︵
議
長

決
定
︶
中
西
祐
介
君

石
垣
の
り
こ
君

窪
田
哲
也
君

ベ
ト
ナ
ム

マ
レ
ー
シ
ア

タ
イ

一
〇

︵
同
︶

イ
ン
ド
共
和
国
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る

調
査

六
、
八
、
六

︵
議
長
決
定
︶

青
木
一
彦
君

イ
ン
ド

七

︵
同
︶

青
山
繁
晴
君

石
川
大
我
君

四

若
松
謙
維
君

七

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お
け

る
持
続
可
能
な
開
発
目
標
の
達

成
に
向
け
た
気
候
変
動
対
策
、

生
物
多
様
性
保
全
、
資
源
循
環

等
の
取
組
に
関
す
る
実
情
調
査

及
び
同
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六
、
八
、
九

︵
議
長
決
定
︶

上
野
通
子
君

石
井
正
弘
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
六
、
一
二
、
二
〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
明
良
君

四

塩
村
あ
や
か
君

七

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ベ
ル

ギ
ー
王
国
及
び
国
際
機
関
に
お

け
る
安
全
保
障
・
防
衛
政
策
及

び
域
外
協
力
等
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
両
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六
、
八
、
一
五

︵
議
長

決
定
︶

有
村
治
子
君

磯
崎
仁
彦
君

長

峯

誠
君

徳
永
エ
リ
君

上

田

勇
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
同
︶

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
及
び
マ

レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
財
政
・
金

融
情
勢
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六
、
八
、
二
〇

︵
議
長

決
定
︶

小
林
一
大
君

山
本
佐
知
子
君

青

木

愛
君

山

添

拓
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

マ
レ
ー
シ
ア

五

︵
同
︶

第
二
百
十
四
回

閉
会
後

第
百
四
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六
、
九
、
一
八

︵
議
長
決
定
︶
吉

井

章
君

岸
真
紀
子
君

ス
イ
ス

五

︵
七
、
三
、
一
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
四
十
五
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

六
、
九
、
二
〇

︵
議
長
決
定
︶
星

北

斗
君

石
橋
通
宏
君

ラ
オ
ス

五

︵
同
︶ 七

四



国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

磯
﨑
仁
彦
君

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

チ
ェ
コ
共
和
国
上
院
及
び
ス
ペ

イ
ン
王
国
上
院
の
招
待
に
よ
る

両
国
公
式
訪
問

六
、
七
、
一
〇

︵
議
長
決
定
︶

浅
尾
慶
一
郎
君

清
水
真
人
君

藤
木
眞
也
君

渡
辺
猛
之
君

チ
ェ
コ

ス
ペ
イ
ン

八

︵
六
、
一
二
、
二
〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

勝
部
賢
志
君

五

吉
川
沙
織
君

三
浦
信
祐
君

浜
野
喜
史
君

岩

渕

友
君

八

ル
ー
マ
ニ
ア
上
院
及
び
ポ
ー
ラ

ン
ド
共
和
国
上
院
の
招
待
に
よ

る
両
国
公
式
訪
問
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六
、
七
、
一
二

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

長
浜
博
行
君

ル
ー
マ
ニ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
ロ
バ
キ
ア

ポ
ー
ラ
ン
ド

一
二

︵
同
︶

松
山
政
司
君

斎
藤
嘉
隆
君

八

谷
合
正
明
君

一
二

榛
葉
賀
津
也
君

八

井
上
哲
士
君

一
二

フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
及
び
ト
ン
ガ

王
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

六
、
七
、
二
四

︵
議
長
決
定
︶
藤
川
政
人
君

江

島

潔
君

フ
ィ
ジ
ー

ト
ン
ガ

九

︵
七
、
六
、
一
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
十
三
回

閉
会
後

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
、

マ
レ
ー
シ
ア
及
び
タ
イ
王
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

六
、
八
、
一

︵
議
長
決
定
︶
中
西
祐
介
君

石
垣
の
り
こ
君

窪
田
哲
也
君

ベ
ト
ナ
ム

マ
レ
ー
シ
ア

タ
イ

一
〇

︵
同
︶

イ
ン
ド
共
和
国
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る

調
査

六
、
八
、
六

︵
議
長
決
定
︶

青
木
一
彦
君

イ
ン
ド

七

︵
同
︶

青
山
繁
晴
君

石
川
大
我
君

四

若
松
謙
維
君

七

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お
け

る
持
続
可
能
な
開
発
目
標
の
達

成
に
向
け
た
気
候
変
動
対
策
、

生
物
多
様
性
保
全
、
資
源
循
環

等
の
取
組
に
関
す
る
実
情
調
査

及
び
同
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六
、
八
、
九

︵
議
長
決
定
︶

上
野
通
子
君

石
井
正
弘
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
六
、
一
二
、
二
〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
明
良
君

四

塩
村
あ
や
か
君

七

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ベ
ル

ギ
ー
王
国
及
び
国
際
機
関
に
お

け
る
安
全
保
障
・
防
衛
政
策
及

び
域
外
協
力
等
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
両
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六
、
八
、
一
五

︵
議
長
決
定
︶

有
村
治
子
君

磯
崎
仁
彦
君

長

峯

誠
君

徳
永
エ
リ
君

上

田

勇
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
同
︶

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
及
び
マ

レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
財
政
・
金

融
情
勢
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六
、
八
、
二
〇

︵
議
長

決
定
︶

小
林
一
大
君

山
本
佐
知
子
君

青

木

愛
君

山

添

拓
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

マ
レ
ー
シ
ア

五

︵
同
︶

第
二
百
十
四
回

閉
会
後

第
百
四
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六
、
九
、
一
八

︵
議
長
決
定
︶
吉

井

章
君

岸
真
紀
子
君

ス
イ
ス

五

︵
七
、
三
、
一
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
四
十
五
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

六
、
九
、
二
〇

︵
議
長

決
定
︶
星

北

斗
君

石
橋
通
宏
君

ラ
オ
ス

五

︵
同
︶

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

七
五



国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

国
会
回
次

目
的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備
考

第
二
百
十
五
回

︵
特

別
︶
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
九

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ29

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六
、
七
、
三
一

︵
議
長
決
定
︶
越
智
俊
之
君

宮

崎

勝
君

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン

カ
タ
ー
ル

六

︵
同
︶

第
二
百
十
七
回

セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
及
び
コ
ー
ト

ジ
ボ
ワ
ー
ル
共
和
国
に
対
す
る

我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関

す
る
調
査

六
、
七
、
一
九

︵
議
長
決
定
︶
山
本
順
三
君

竹

詰

仁
君

仁
比
聡
平
君

セ
ネ
ガ
ル

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル

九

︵
七
、
六
、
一
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
五
十
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

七
、
二
、
二
五

︵
議
長

決
定
︶
上
野
通
子
君

杉
尾
秀
哉
君

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

七

︵
同
︶ 七

六


